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第 ６ 回 第 ２ 農 地 部 会 議 事 録 

 
 

日      時  令和元年６月１７日（月）午後３時００分 

 

場      所  津市一志庁舎 ２階 第１会議室 

 

出 席 部 会 委 員  6 田口 慶則・7 森 哲也・14 宮本 政春・15 守山 孝之 

16 中谷 秀也・17 西森 偉統・18 結城 晉三・20 諸戸 善昭 

22 中野 たつ子・24 前田 孝幸 

                                  以上１０名 

欠 席 部 会 委 員   

 

出席部会員外委員   

 

議      長  第２農地部会長 諸戸 善昭 

 

事 務 局 職 員  藤井事務局長・増田主査 

 

総 合 支 所  久居：藤巻担当主幹 一志：澤田担当副主幹、柴山担当副主幹 

   白山：境担当副主幹 美杉：東山担当副主幹 

 

議 事 録 署 名 者  17 西森 偉統・22 中野 たつ子 
 

事      項 

 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告第３号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

報告第４号 時効取得による所有権の移転について 

報告第５号 農地所有適格法人の定期報告について 

 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可取消願について（所有権移転） 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移転） 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権） 

議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借） 

議案第７号 買受適格証明願（競売）について 

議案第８号 非農地証明願について 

議案第９号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定 

について ＜別冊＞ 
 



 2 

議   事   の   大   要 

 

 

議  長   それでは第６回第２農地部会を開会させていただきます。 

本日全員出席ですので、よろしくお願いします。 

議事に入ります前に、議事録署名者を指名させていただきます。 

１７番 西森 偉統委員、２２番 中野 たつ子委員、よろしくお願いしま

す。 

 

本部会に付議されました議案につきましては、事前に通知いたしましたとお

りでございますのでよろしくお願いいたします。 

 

       まず会長の専決等の報告事項にはいります。報告第１号から報告第５号につ 

きまして事務局から一括して報告をお願いします。 

 

事 務 局   議案の審議に入らせていただく前に、恐れ入りますが議案書の差し替えをお

願いいたします。 

差し替えを行う理由でございますが、訂正箇所が数カ所におよんだため、新

議案書のとおり訂正させていただいたところでございます。 

訂正内容は、１ページ 番号１、地区 久居 外 を 大井へ、３ページ 番

号１、地区 久居 外 を 久居へ。番号２、３行目 地区 久居 外 を 削

除、１１ページ 番号１４、現況地目を雑種地へ訂正したものです。 

以上で、議案書の差し替えについての説明を終わります。大変申し訳ござい

ませんが、よろしくお願いいたします。 

 

事 務 局   それでは報告案件のご説明をさせていただきます。 

 

議案書の１ページから２ページをお願いいたします。 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございま

す。 

番号１から３で、件数は３件、合計面積は田で６，１４６㎡でございます。 

これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸人、借人、双方の合意により解

約したものであります。 

 

３ページをお願いいたします。 

報告第２号 農地法第３条の３第 1 項の規定による届出について、でござい

ます。 

番号１から３で、件数は３件、合計面積は１３，２８１㎡で、その内訳は田

が１０，０９０㎡、畑が３，１９１㎡ございます。 

これらにつきましては、相続の届出でございます。 

 

４ページをお願いいたします。 

報告第３号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。  

 

番号１ 共同住宅用地 

番号２ 共同住宅用地 



 3 

番号３ 共同住宅用地 

番号４ 一般個人住宅用地 

番号５ 一般個人住宅用地 

 

でございます。 

 

以上、件数は５件、合計面積は畑で１，３４８㎡でございます。 

 

５ページをお願いします。 

報告第４号 時効取得による所有権の移転について、でございます。 

 

番号１、権利者、    、申請地は田で、面積が４２６㎡、取得年月日は

平成１１年１月１日でございます。 

この案件につきましては、権利者は当該土地を２０年以上にわたり自己の所

有地として維持管理しており、取得時効が成立しています。 

以上、件数は１件、合計面積は田で４２６㎡でございます。 

 

６ページをお願いします。 

報告第５号 農地所有適格法人の定期報告について、でございます。 

 

番号１、株式会社     、主たる耕作物 ブロッコリー、耕作面積 畑

 ２．４ｈａ 合計２．４ｈａ。 

 

以上件数は１件で、組織形態要件、事業要件、構成員要件、業務執行役員要

件のすべてを満たしております。 

 

報告案件につきまして、以上で説明を終わります。よろしくお願いいたしま

す。 

 

議  長   ありがとうございました。事務局から報告がありましたとおりですので、よ

ろしくお願いします。 

 

       それでは、議案事項に入らせていただきます。 

 

議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）を

議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

      

事 務 局   ７ページをお願いいたします。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）、

でございます。 

 

番号１、地区 榊原、受人     、面積 ２８，０２０㎡、渡人   

  、面積 １，０６６㎡、申請地 榊原町坪ノ興    、台帳地目 田、

現況地目 畑、面積 ４９５㎡。 

これにつきましては、受人は、遠方のため営農縮小する渡人からの要望によ

り、申請地を譲り受けるものです。 

 

番号２、地区 大井、受人     、面積 ５９,６４８．９２㎡、渡人  
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   、面積 ４０８㎡、申請地 一志町井生溝川    、台帳地目・現況

地目とも田、面積 ９５８㎡。 

これにつきましては、受人は、高齢化による労力不足のため営農縮小する渡

人から申請地を譲り受け、営農を拡大するものです。 

 

番号３、地区 波瀬、受人     、面積 ２６，３１４㎡、渡人   

  、面積 ６，４７０㎡、申請地 一志町波瀬出丸    、台帳地目・現

況地目とも田、面積 １，６７０㎡ 外２筆、合計面積 ４，４２６㎡。 

これにつきましては、受人は、遠方のため営農縮小する渡人から申請地を譲

り受け、営農を拡大するものです。 

 

番号４、地区 川合、受人     、面積 ５，０６１㎡、渡人    

 、面積 １，８１０㎡、申請地 一志町片野内山    、台帳地目・現況

地目とも田、面積 １４５㎡。 

これにつきましては、受人は、高齢化による労力不足のため営農縮小する渡

人からの要望により申請地を譲り受けるものです。 

 

番号５、地区 川上、受人     、面積 ２，４２３㎡、渡人    

 、面積 ３，３１８㎡、申請地 美杉町川上世古    、台帳地目・現況

地目とも田、面積 １，６９５㎡。 

これにつきましては、受人は、遠方のため営農縮小する渡人から申請地を譲

り受け、営農を拡大するものです。なお、今回の取得する農地を合わせて、美

杉地区の下限面積３，０００㎡を満たすものです。 

 

以上、件数は５件、合計面積は７，７１９㎡、このうち田が６，８１０㎡、

畑が９０９㎡でございます。 

 

これらの案件につきまして、・全部効率利用要件・農作業常時従事要件・下

限面積要件・地域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しない

ため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、立ち会っていただきました地元委員のご意

見をお伺いします。１番 お願いします。 

 

森 委 員   ７番 森です。６月７日、すごく雨の降る日でした。地元推進委員と本部役

員と久居事務局の方との参加で行いました。場所は    の東へ５０ｍぐら

いのところです。以前から畑として使用されていたみたいです。そのまま使用

ということで、現地調査の結果としては、異論もなく調査も終わりましたので、

審議の方よろしくお願いします。 

 

 

議  長   ２番、３番 お願いします。 

 

宮本委員   １４番 宮本です。６月７日の日に守山会長と地元推進委員、私と前田委員

と立ち会いまして、確認をしてきました。これは    の反対側というか、
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    を挟んで反対側の田んぼのど真ん中で、すでに以前から耕作をしてい

たような感じの土地でした。    は、井生の出身の人です。何ら問題ない

と思います。 

       ３番、これは波瀬ですけれども、だいぶ奥の方です。荒れていた田んぼでし

たが、    という方、今度就農される方ですけど、だいぶ多く引き受けて

見えるようで大丈夫だと思いますが、あれを管理していくのはちょっと大変だ

なと思うような土地でした。まあ、やってくれるということですので、異存な

いと思います。どうかよろしくお願いします。 

 

議  長   ４番 お願いします。 

 

前田委員   ２４番 前田でございます。６月７日に守山会長、宮本委員、私と３人で川

合の    のところへ行ってまいりました。地元推進委員の立会いを受けま

した。この部分につきましては畑が畑のまま、そのままになっているというこ

とでございます。詳細につきましては先ほど事務局の説明とおりです。以上、

問題はないかと思いますので、よろしく審議の方お願いします。    

 

議  長   ５番 お願いします。 

 

結城委員   １８番 結城です。５番について説明をいたします。７日の日に地元推進委

員と事務局で現地を確認いたしました。受人は農業経営の拡大、渡人は縮小と

いうことですが、遠隔地に住まいを持っているということで、親戚の方に耕作

を継続してもらうと。現在も植え込んでありますので、それを継続するという

ことですので、よろしくお願いします。 

 

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見もお伺いしたいと思い

ます。いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   それではお諮かりします。ただいま審議をいただきました議案第１号につい

て、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第１号については許可することに決定し

たいと思います。 

 

続きまして、議案第２号、農地法第４条第１項の規定による許可申請につい

てを議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ８ページをお願いいたします。 

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、でござい

ます。 

 

番号１、地区 榊原、申請者     、申請地 榊原町的場    、台

帳地目 田、現況地目 雑種地、面積 ３６９㎡。 
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これにつきましては、申請地を駐車場用地とするものですが、平成１０年ご

ろより同じ目的使用している旨の始末書の提出がありますことから、これを追

認しようとするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号２、地区 下之川、申請者     、申請地 美杉町下之川北小坪谷

    、台帳地目 畑、現況地目 山林、面積 ７０７㎡。 

これにつきましては、申請地を植林するものですが、昭和４９年ごろ耕作が

困難となり杉の苗を植林した旨の始末書の提出がありますことから、これを追

認しようとするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

以上、件数は２件、合計面積は１，０７６㎡、このうち田で３６９㎡、畑で 

７０７㎡でございます。 

 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、立ち会っていただきました地元委員のご意

見をお伺いしたいと思います。１番 お願いします。 

 

森 委 員   ７番 森です。６月７日現地調査を行いました。雨が結構降る中での現地調

査でありました。地元推進委員の方と久居の事務局、農業委員とで、全員参加

で現地調査を行いました。場所は    南へ１００ｍぐらいの土地でありま

して、    の従業員駐車場に使用していたのを、そのまま使用して現在に

至っております。調査の結果、別に異論もなく、終わりました。審議の方よろ

しくお願いします。 

 

 

議  長   ２番お願いします。 

 

結城委員   １８番 結城です。下之川の件について説明をいたします。７日の日に地元

推進委員と事務局で現地を確認いたしました。４５年ほど前に植林をしたとい

うことでございます。なぜ植林したかというと、農地を耕作するのが大変だっ

たと。周囲は山、それで無断で杉の木を植林したということです。始末書、全

ての書類が添付されていることですので、よろしくお願いします。 

 

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見もお伺いしたいと思い

ます。いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   よろしいですか。それではお諮かりします。ただいま審議をいただきました

議案第２号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第２号については許可することに決定し

たいと思います。 

 

続きまして、議案第３号、農地法第５条第１項の規定による許可取消願につ



 7 

いて（所有権移転）を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ９ページをお願いします。 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可取消願いについて（所有

権移転）でございます。 

 

番号１、地区 久居、受人     、渡人     、申請地 戸木町八

丁山    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 ４９６㎡。 

これにつきましては、平成３０年１０月１７日に、一般個人住宅用地として、

所有権移転での許可決定を得た案件となりますが、改めて使用貸借での許可申

請をするために、許可取消の承認を得ようとするものです。 

なお、当案件に関し、次の議案第６号の番号１において、再度許可申請がな

されております。 

 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、立ち会っていただきました地元委員のご意

見をお伺いします。１番 お願いします。 

 

田口委員   ６番 田口です。７日の日に現地確認をしてまいりました。農業委員の諸戸

さん、森さん、私と地元推進委員で見てまいりました。場所は    のすぐ

南の道挟んで、すぐ南です。１０月に申請が出たということでして、別に何ら

問題はないと思いますので、よろしくお願いします。６号議案でまた出てきま

すので、よろしくお願いします。 

             

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見もお伺いします。いか

がでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   それではお諮かりします。ただいま審議をいただきました議案第３号につい

て、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第３号については承認することに決定 

したいと思います。 

 

続きまして、議案第４号、農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（所有権移転）を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １０ページから１１ページをお願いします。 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移

転）でございます。 

 

番号１、地区 栗葉、受人     、渡人     、申請地 久居一色

町新畑    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ４９９㎡ 外１筆、合計
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面積 １，２３６㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、４７８．０８㎡、施設周囲

のフェンスを敷地境界から離して設置するため、フェンス内の有効面積におけ

るパネルの設置率は、４９．７％になります。農地区分は、第２種農地と判断

されます。 

 

番号２、地区 栗葉、受人     、渡人     、申請地 久居一色

町羽場    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ７９㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を、隣接

する自身が運用する太陽光発電施設の保守用品等の資材置場用地とするもので

す。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号３、地区 栗葉、受人 合同会社      代表社員     、渡

人     、申請地 久居一色町羽場    、台帳地目・現況地目とも畑、

面積 ２５７㎡ 外２筆、合計面積 ４７４㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、２１２．４８㎡、パネルの

設置率は、転用面積の４４．８％になります。農地区分は、第２種農地と判断

されます。 

  

番号４、地区 高岡、受人     、渡人     、申請地 一志町田

尻板垣    、台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積 ９２㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を駐車場

用地とするものです。 

申請地については、５０年ほど前に家屋を建築し、その後解体して、現在に

至っている旨の始末書の提出があります。農地区分は、第３種農地と判断され

ます。 

 

番号５、地区 川口、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 白山町川口大角    、台帳地目・現況地目とも

畑、面積 ７０㎡ 外１筆、合計面積 ４８３㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。周辺の隣接する土地と一体利用し、パネル設置

面積は、５４６．７２㎡、パネルの設置率は、４４．７％になります。農地区

分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号６、地区 川口、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 白山町川口大角    、台帳地目・現況地目とも

畑、面積 ５８１㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。周辺の隣接する土地と一体利用し、パネル設置

面積は、５４６．７２㎡、パネルの設置率は、４４．７％になります。農地区

分は、第２種農地と判断されます。 

  

番号７、地区 川口、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 白山町川口大角    、台帳地目・現況地目とも



 9 

畑、面積 １５８㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。周辺の隣接する土地と一体利用し、パネル設置

面積は、５４６．７２㎡、パネルの設置率は、４４．７％になります。農地区

分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号８、地区 大三、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 白山町三ヶ野青野    、台帳地目・現況地目と

も田、面積 １，８３１㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、７４２．５０㎡、パネルの

設置率は、転用面積の４０．６％になります。農地区分は、第２種農地と判断

されます。 

 

番号９、地区 大三、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 白山町三ヶ野滝ヶ広    、台帳地目・現況地目

とも田、面積 ９９３㎡ 外１筆、合計面積 ２，０１５㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、６６０㎡、申請地が不整形

地で山側に傾斜地があることや住宅地と間隔を取るための空地を設けることか

ら、設置有効面積１，６１５㎡対するパネル設置率は４０．９％となります。

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

番号１０、地区 大三、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 白山町三ヶ野青野    、台帳地目・現況地目と

も田、面積 ５８８㎡ 外２筆、合計面積 １，７８６㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、５９４㎡、申請地の一部を

管理用駐車スペース及び管理用資材置場として利用することから、有効面積１，

４６６㎡対するパネル設置率は４０．５％になります。農地区分は、第２種農

地と判断されます。 

 

番号１１、地区 大三、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 白山町三ヶ野滝ヶ広    、台帳地目・現況地目

とも田、面積 ６１３㎡ 外１筆、合計面積 ８０２㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、４７５．２㎡、パネルの設

置率は、転用面積の５９．３％になります。農地区分は、第２種農地と判断さ

れます。 

 

番号１２、地区 八ッ山、受人     、渡人     、申請地 白山

町古市中切    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ５７㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、自宅と別宅及び

畑の往来ができるよう、申請地を進入用道路用地とするものです。農地区分は、

第２種農地と判断されます。 

  

番号１３、地区 八ッ山、受人 株式会社      代表取締役    
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 、渡人     、申請地 白山町山田野ほうじ野    、台帳地目・現

況地目とも田、面積 ９０２㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、４０２㎡、パネルの設置率

は、転用面積の４４．６％になります。農地区分は、第２種農地と判断されま

す。 

 

番号１４、地区 上多気、受人      合同会社 代表社員     、

渡人     、申請地 美杉町上多気奥新田    、台帳地目 田、現況

地目 雑種地、面積 ８２７㎡ 外１筆、合計面積 １，１８６㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、５８６．８㎡、パネルの設

置率は、転用面積の４９．５％になります。 

申請地について、平成元年ごろ、申請人の父が生前に、地元の土建業者に対

し残土置き場として利用させた旨の始末書の提出があります。農地区分は、第

２種農地と判断されます。 

 

以上、件数は１４件、合計面積は１１，６８２㎡、このうち田が８，５７９

㎡、畑が３，１０３㎡でございます。 

いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いします。１番か

ら３番までお願いします。 

 

森 委 員   ７番 森です。６月７日の日に現地調査を行いました。本部役員と地元推進

委員と久居事務局の方と、全員参加で行いました。以前はキャベツ作ってみえ

たみたいですが、今はもう背丈ほどの草が生えております。まだ、周りはソー

ラー化もしておらず、皆さん家庭菜園をして見える感じの場所であります。現

地調査した結果ですが別に、異論もなく調査の方は終わりました。皆さんに審

議をお願いいたします。 

       ２番ですが、これも同じ一色町です。場所は    から南へ５００ｍぐら

いの土地です。周りはみなソーラー化しているような地域で、南側の斜面にな

る土地です。土地を利用することができないということで、資材置き場という

形で利用していただく感じになりました。現場の方も地元推進委員、本部役員、

事務局と調査、雨の中を行いましたが、異論もなく調査は終わりました。 

       ３番ですが、これも同じ一色町になります。これも    から南へ５００

ｍぐらいのところの土地です。現状は畑ですが大分荒れておりまして、もう畑

には見えないような感じの現状でした。調査も無事、異論もなく終わりました

ので審議の方よろしくお願いします。 

 

議  長   ４番 お願いします。 

 

前田委員   ２４番 前田です。６月７日に守山会長、宮本委員、私と３人の農業委員と

地元推進委員、総合支所の事務局と確認を行いました。現地につきましては砕
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石が引いてあり、きちっとしてあります。審議の方よろしくお願いします。 

 

議  長   ５番から１１番までお願いします。 

 

中谷委員   １６番 中谷です。５番から１１番までです。５、６、７ですけれども、隣

接した土地ですので一括して説明させていただきます。６月７日の日に西森・

中谷両委員と地元推進委員、白山総合支所の担当とで確認してまいりました。

場所は    の東およそ１００ｍぐらいのところです。周りはほとんど太陽

光になっているようなところでして、畑を耕すような元気のあるような方もい

ないようで、太陽光になっても当然かなと思う場所です。５番と７番が一つの

フェンスでくくられ、その西に６番というような形で施設がつくられるようで

す。何ら問題はないかと思われますのでよろしくお願いします。 

       ８番と１０番が隣り合わせた土地ですので、一緒に説明をさせていただきま

す。６月７日の日に守山会長、諸戸部会長、本庁の事務局、西森・中谷両委員

と地元推進委員、白山総合支所の担当とで確認をしました。場所は    の

西側にあたります。雲出川の辺りから４、５００ｍ北へ入ったところです。こ

のあたり一帯、    が作ってみえるようでして、水路を作って整備もされ

ておりましたが、太陽光をつくるのはちょっともったいないかなという気もし

ましたが、水路等を推進委員さんと関係者と話をして、どうなるか話をしても

らうようなことで、お願いをしてまいりました。 

       ９番と１１番ですけれども、これも隣り合わせておりますので説明をさせて

いただきます。９番は１０００㎡を超えますので、守山会長、諸戸部会長、本

庁事務局も一緒に確認をしていただきました。先ほどの８番、１０番から北へ

５００ｍぐらい入った在所の入口というとこです。これも    の作ってみ

えるような土地ですので、どうかなという気はいたしますけれども、渡人の一

存で太陽光ということになりそうです。１１番は９番の隣でして、これも同じ

ように太陽光ということですので、何ら問題はないかと思いますのでよろしく

お願いします。 

 

議  長   １２番、１３番 お願いします。 

 

西森委員   １７番 西森です。１２番ですけれども、６月の７日に中谷・西森両委員、

地元推進委員、受人の    、白山総合支所の事務局というメンバーで立会

いをさせていただきました。現況ですが今、現在田んぼとして機能しておりま

して、この場所は地元推進委員の田んぼでありまして、一部を進入路として 

   が使用したいという話だそうです。現況が田んぼになっておりましたの

で、秋以降、収穫が済んでから工事に入るというふうに、    からも伺っ

ているので、何ら問題はないというふうに判断させていただいております。 

       １３番ですが、これも同じ７日の日、中谷・西森両委員、地元推進委員、太

陽光業者さん、白山総合支所の事務局というメンバーで立会いをさせていただ

きました。場所は    の裏手のところで、現況としては雑種地になってお

ります。以前そこの近くで住宅が一軒建っておりまして、その隣という感じで、

山の際でした。ちょっと高台でわりあい日当たりのいい場所で、業者さんとし

てもここがいいという状況だったと思います。以上です。 

 

議  長   １４番 お願いします。 
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結城委員   １７番 結城です。７日の日に会長、部会長、地元推進委員と事務局とで現

地を確認いたしました。受人は地形的に日当たりの良いことから、申請地を譲

り受け、太陽光事業をしたいと、渡人は申請地から相当離れておりますので、

管理が困難で譲り渡したいということでございます。全て書類が出ていると思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。 

 

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見もお伺いしたいと思い

ます。いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   よろしいですか。それではお諮かりします。ただいま審議をいただきました

議案第４号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第４号については許可することに決定し

たいと思います。 

 

       続きまして、議案第５号、農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（賃貸借権）を議題とします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １２ページをお願いいたします。 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権）

でございます。 

 

番号１、地区 久居、受人      株式会社 代表取締役     、

渡人     、申請地 久居明神町風早    、台帳地目・現況地目とも

田、面積 ７９３㎡ 外５筆、合計面積 ４，０８１㎡。 

これにつきましては、借人は、貸人との間に４０年間の賃貸借権を設定し、

申請地を事務所用地及び倉庫用地とし、高速自動車国道の維持管理のためだけ

の事務所及び倉庫を建設しようとするものです。 

農地区分は、第１種農地となりますが、公益性が高いと認められる事業とし

て、これを維持管理するための事務所及び倉庫は当該事業に欠くことのできな

い施設であり、農地法施行規則第３５条第６項の「特別の立地条件を必要とす

る事業」に該当することから、不許可の例外にあたるものと判断されます。 

土地造成に関連して、都市計画法第２９条の開発許可を要することから、開

発許可と同時の許可となります。 

なお、土地改良区の意見書について、地権者の入院により、土地改良区に対

する地区除外申請ができず、意見書の添付ができませんでしたが、すでに改良

との会議・調整が終わり、６月１１日に地区除外申請を提出し、６月２１日に

意見書が発行される予定である旨の理由書が提出されております。 

 

以上、件数は１件、合計面積は田で４，０８１㎡でございます。 

以上の案件につきまして農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可

要件のすべてを満たしていると考えます。 

 



 13 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いします。 

 

田口委員   ６番 田口です。７日の午後、会長はじめ部会長、事務局、私と地元推進委

員で見てまいりました。場所は    の北の道を西に向いて信号から約２０

０ｍぐらい、    のすぐ手前です。先ほど事務局の説明がありましたけれ

ど、そのとおりですので、よろしくお願いします。 

 

議  長   皆さんのご意見もお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   この件についてよろしいですか。それではお諮かりします。ただいま審議を

いただきました議案第５号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第５号については許可することに決定し

たいと思います。 

 

続きまして、議案第６号、農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（使用貸借）を議題といたします。事務局説明をお願いします。 

 

事 務 局   １３ページをお願いいたします。 

議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借）

でございます。 

 

番号１、地区 久居、受人     、渡人     、申請地 戸木町八

丁山    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 ４９６㎡。 

これにつきましては、借人は、貸人との間に永年間の使用貸借を設定し、申

請地を一般個人住宅用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断され

ます。 

 

以上、件数は１件、合計面積は畑で４９６㎡でございます。 

 

以上の案件につきまして農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可

要件のすべてを満たしていると考えます。 

 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いします。 

 

田口委員   ６番 田口です。３号議案で出ていたものです。よろしくお願いします。 

 

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見もお伺いします。いか

がでしょうか。 
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部会委員   ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   よろしいですか。それではお諮かりします。ただいま審議をいただきました

議案第６号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第６号については証明することに決定し

たいと思います。 

 

続きまして、議案第７号、買受適格証明願（競売）についての議題といたし

ます。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １４ページをお願いいたします。 

議案第７号 買受適格証明願（競売）について、でございます。 

 

番号 1、地区 久居、競売対象農地 久居明神町西横山    、台帳地目・

現況地目とも畑、面積 ４４９㎡、願出人     。 

これにつきましては、津地方裁判所が行う不動産競売に参加するための証明

願いになります。落札後は、駐車場用地とするもので、農地法第５条の許可申

請が添付されております。農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可

要件のすべてを満たしていると考えます。 

 

以上、件数は１件、面積は畑で４４９㎡でございます。 

 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いします。 

 

田口委員   ６番 田口です。７日の午前中に見てまいりました。森さんと諸戸さん、私

と久居総合支所担当、地元推進委員で見てまいりました。場所は    の北

約３００ｍぐらい、元の    のところです。先ほどの事務局の説明どおり

でございますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見もお伺いします。いか

がでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   よろしいですか。それではお諮かりします。ただいま審議をいただきました

議案第７号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第７号については証明することに決定し

たいと思います。 

 

続きまして、議案第８号、非農地証明願についてを議題といたします。事務
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局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １６ページをお願いします。 

議案第８号 非農地証明願について、でございます。 

 

番号１、地区 奥津、願出者     、申請地 美杉町奥津廣     外

１筆、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 １７７㎡。 

これにつきましては、登記事項証明書により、申請地に昭和４５年頃に倉庫

等を建築し、現在に至ることが確認できることから、申請地は農地以外の用に

供され２０年以上が経過している土地であり、非農地証明事務取扱要領第３条

第１項第２号の規定に該当することから、農地ではない旨の証明をしても差し

支えないものと考えます。 

 

以上、件数は１件、合計面積は畑で１７７㎡でございます。 

 

以上で説明を終わります。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いします。 

 

結城委員   １８番 結城です。奥津１番について説明をいたします。７日の日に地元推

進委員、事務局と不動産屋さんと現地を確認いたしました。昭和４５年ごろ、

と言っていました。農機具を入れるところが必要となり、無断で建設をしたと。

農地法を理解することなく、勝手に建設した。全ての書類が添付されていると

いうことでございますので、何ら問題はないと思います。よろしくお願いいた

します。 

 

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見もお伺いします。いか

がでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   よろしいですか。それではお諮かりします。ただいま審議をいただきました

議案第８号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第８号については証明することに決定し

たいと思います。 

 

次に別冊でお配りしました議案第９号、農業経営基盤強化促進法第１８条の

規定による農用地利用集積計画の決定についてを議題といたします。事務局の

説明をお願いします。 

 

事 務 局   議案第９号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定について、でございます。 

 

資料の２枚目、農用地利用集積計画地区別集計表をご覧ください。各地区別
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に、下の合計欄で説明をさせていただきます。 

 

まず、久居地区をご覧ください。田の賃貸借、使用貸借で５０,０９３㎡、畑

の賃貸借、使用貸借で２５，５２６㎡、契約件数は２２件でございます。 

 

一志地区につきましては、田の賃貸借で１６，４４６㎡、畑の使用貸借で６

６４㎡、契約件数は１５件でございます。 

 

白山地区につきましては、田の使用貸借で３３０㎡で、契約件数は１件でご

ざいます。 

 

美杉地区につきましては、契約件数はございません。 

 

以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて６６，８６９㎡、畑

の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて２６，１９０㎡、合計契約件数は３８

件、合計面積は９３，０５９㎡となっております。 

  

次に認定農業者への集積状況でございます。 

 

地区別の認定農業者への集積は久居地区２件、一志地区で４件で合計６件、

合計面積は１５，１２３㎡でございます。なお、認定農業者への集積率は、件

数で１５．８％、面積で１６％となっております。 

 

       今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

 

       次に、３枚目からの「農用地利用集積計画の概要」でございますが、今回の

利用集積計画のうち、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の制限に

該当します案件がございますので、ご審議いただくにあたりまして、ご配慮い

ただきますようよろしくお願いします。 

 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。 

       今回の案件のうち、始めに、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与

の制限に該当する案件について、ご審議をお願いします。 

 

       整理番号６、ほか１９件についてです。    委員、一時退室をお願いし

ます。 

 

 ＜ 退  室 ＞ 

 

       この２０件についていかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   それでは、意見もないようでございますのでお諮かりします。ただいま、審

議をいただきました２０件について、ご異議ございませんか。 
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部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   ありがとうございます。この案件につきましては適正であると認め、市長に

進達することにいたします。入室してください。 

 

＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   それでは、議事参与の制限に該当しない案件につきましてご審議をお願いし

ます。皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   それでは、意見もないようでございますのでお諮かりします。ただいま、審

議をいただきました案件について、ご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   ありがとうございます。これらの案件につきましても適正であると認め、市

長に進達することにいたします。 

 

       以上で、本部会に付議されました議案の審議はすべて終了いたしました。こ

れをもちまして、第６回 第２農地部会を閉会します。 

 

                                 午後４時９分 

 

以上は、第６回第２農地部会の議事を録したものである。 

 

   令和元年６月１７日 

                     議事録署名者              

 

 

                     議事録署名者              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


